
「働き方改革企業支援事業」の業務委託に関する企画提案募集要領 

 

 宮崎県（以下「県」という。）が実施する「働き方改革企業支援事業」（以下「本事業」

という。）に係る委託先事業者の選定に当たり、この要領に基づき企画提案募集を行う。 

 

１ 委託業務の概要 

    別紙「「働き方改革企業支援事業」業務委託仕様書」のとおり。 

 

２ 委託期間 

  契約締結の日から令和８年３月１０日まで 

 

３ 委託契約額の上限 

  ２，７６６，０６０円（消費税及び地方消費税を含む。） 
   
４ 参加資格要件 

  企画提案に参加できる者は、次の全ての要件を満たすものとする。 

 (1) 本業務の実施に当たって、県の求めに応じて即時に来庁し、対応できる体制を整え 

  ていること。 

 (2) 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体ではないこと。 

 (3) 地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号）第 167 条の４(一般競争入札の参加者の 

 資格）の規定に該当しない者であること。 

 (4) 宮崎県発注の契約に係る入札参加資格停止処分を受けている者でないこと。 

 (5) 民事再生法(平成 11年法律第 225 号）に基づき再生手続開始の申立てがなされてい 

 る者でないこと(同法第 33 条第１項に規定する再生手続開始の決定を受けた者を除 

く。）。 

  又は会社更生法(平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続開始の申立てがなされて

いる者でないこと(同法第 41 条第１項に規定する更生手続開始の決定を受けた者を除 

  く。）。 

 (6) 役員等(個人である場合はその者を、法人である場合はその役員又はその支店若し 

  くは営業所を代表する者をいう。）が暴力団関係者(宮崎県暴力団排除条例(平成 23

年宮崎県条例第 18 号）第２条第４号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。）で

あると認められる者又は暴力団関係者が経営に実質的に関与していると認められる者

でないこと。 

 (7) 県税(個人県民税及び地方消費税を除く。）に未納がないこと。 

 

５ スケジュール 

  令和７年６月２６日（木） 実施公告 

  令和７年７月 ９日（水） 質問票受付期限 

    令和７年７月１６日（水）  企画提案競技参加申込書提出期限 

  令和７年７月２５日（金） 企画書等提出期限 

    令和７年７月３１日（木） 審査結果通知 



６ 企画提案募集に関する質問の受付及び回答 

（１）本事業の内容など企画提案募集に関する質問は、（別紙１）質問票により、下記担 

  当課宛にメールで、令和７年７月９日（水）午後５時までに提出すること。 

（２）回答は、その都度、質問事項を提出した者にメールにて回答するものとする。 

 

７ 企画提案競技参加申込書の提出 

企画提案競技の参加を希望する場合は、（別紙２）企画提案競技参加申込書により、 

下記担当課宛にメールで、令和７年７月１６日（水）午後５時までに提出すること。 

 

８ 企画提案書等の提出 

  別紙「企画提案書作成要領」で定める書類（以下「提案書等」という。）を、次のと

おり提出するものとする。 

（１）提出期限 

    ア 持参する場合 

    令和７年７月２５日（金）午後５時までに下記担当課に提出すること。 

  イ 郵送する場合 

    郵送用封筒に「企画提案書等」在中の旨を朱書きして、担当課に到達するように 

   送付すること。（令和７年７月２５日（金）必着） 

（２）留意事項 

  ア 提案書等は提案者１者につき１提案のみ受け付けるものとし、提出後の書換え、 

   引換え及び撤回は認めないものとする。また、提出された書類は返還しないものと 

   する。 

  イ 虚偽の記載をした提案書等は、無効とする。 

  ウ 委託契約額の上限を超える提案書等は、無効とする。 

  エ 参加資格要件を満たさない者又は委託先事業者を選定するまでの間に参加資格要 

   件を満たさなくなった者が提出した提案書等は、無効とする。 

  オ 提案書等の作成及び提出に係る費用は、提案者の負担とする。 

 

９ 審査の実施 

（１）審査方法 

   提出された企画提案書等の内容について、別紙「働き方改革企業支援事業業務委託

企画提案競技実施基準書」に基づき書面審査を行う。最も優れた企画を提案した１者

を受託候補者として選定する。 

（２）審査結果通知 

    令和７年７月３１日（木）までに、採択・不採択にかかわらず通知する。 

 

10 契約の締結 

（１）契約締結の手続について 

  ア 審査の結果、契約の相手方を決定したときは、県は、契約の相手方から見積書を 

   徴取し、上限額の範囲内であることを確認し、宮崎県財務規則（昭和 39 年規則第２ 

   号）に定める随意契約の手続により、契約書を取り交わすものとする。 

  イ 契約に係る業務委託仕様書は契約の相手方が提出した企画提案書等をもとに作成 

   するが、本事業の目的達成のために必要と認められる場合には、県と契約の相手方 

   との協議により、提案内容を一部変更した上で業務委託仕様書を作成することがあ 

   る。 

 



（２）契約保証金について 

   契約の相手方は、契約保証金として契約額の 100分の 10 以上の額を、契約締結前に

納付しなければならない。 

   ただし、宮崎県財務規則第 101条第２項の各号のいずれかに該当する場合は、契約

保証金の全部又は一部の納付を免除することがある。 

（３）委託費の支払いについて 

   精算払とする。 

 

11 担当課（書類の提出先及び問い合わせ先） 

  宮崎県商工観光労働部雇用労働政策課労政福祉担当（担当：吉田） 

  所在地 〒880-8501 宮崎市橘通東２丁目１０番１号 県庁８号館３階 

  電 話 0985-26-7106（直通） 

  E-mail koyorodoseisaku@pref.miyazaki.lg.jp 

 


